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私たち全国青年司法書士協議会は、全国の青年司法書士約２７００名で構成す

る「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与す

ること」を目的とする団体である。 

 
 ２０１７年６月１４日、参議院は、「テロ等準備罪（共謀罪）」を含む組織

的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

（以下「共謀罪法案」という）を、法務委員会で審議中にも関わらず、法務委

員会採決を省略して、本会議にて採決するという異例の手法を用いて成立させ

た。良識の府である参議院において、議論が尽くされず、およそ民主主義的と

は言えない手法により採決がされたことに当協議会は抗議するものである。 

 当協議会は、本年６月８日付け意見書において、共謀罪法案の問題点として

①立法事実が不明確、②不明確かつ過度に広汎、③恣意的運用の危険性、④憲

法の保障する自由の侵害のおそれ、⑤監視社会の懸念がある、などの問題点を

指摘し、即時廃案を求めた。 
 しかし、衆議院及び参議院での議論においても、政府の答弁は曖昧であった

り、答弁を翻すなど、上記で指摘した共謀罪法案の問題点や懸念は何ら解消さ

れずに成立に至った。 

 
 当協議会は、共謀罪法案の成立に断固として抗議する。また、共謀罪の早期

廃止を求めるとともに、政府に対し、慎重な運用を強く要請する。そして、共

謀罪の濫用が行われないように注視し続けることを宣言する。 


